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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月21日(2010.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】配線の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液滴吐出装置を用いて被処理面に着弾させた液滴の径を測定し、
　前記液滴の径よりも小さい長さを一辺とする矩形要素を決定し、
　被処理基板の面積に相当する領域を複数の前記矩形要素で分割してＸ座標およびＹ座標
に前記矩形要素が複数配置されたデータマップを作成し、
　複数種類の図形ブロックを有する図形登録ライブラリから図形ブロックを選択して回路
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設計を行い、前記データマップにそれぞれ図形ブロックを配置して、図形データマップを
作成し、
　前記図形データマップを基に露光マスクを作製し、
　前記図形データマップ及び前記図形登録ライブラリを基にラスタデータを作成し、
　前記露光マスクを用いて前記被処理基板上に互いにぬれ性の異なる第１領域及び第２領
域を形成し、
　前記ラスタデータに従って前記液滴吐出装置を用いて液滴の吐出を前記第１領域に行う
ことを特徴とする配線の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記ラスタデータと前記露光マスクは、前記矩形要素と同じサイズ
を１単位とすることを特徴とする配線の作製方法
【請求項３】
　請求項１または２において、前記図形登録ライブラリは、予め定めた複数種類の前記図
形ブロックが記憶されていることを特徴とする配線の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、前記図形登録ライブラリは、少なくとも
第１図形ブロックと、第２図形ブロックとを有し、
　前記第１図形ブロックは、前記液滴の径よりも幅が広い配線が配置される部分であり、
　前記第２図形ブロックは、前記液滴の径よりも幅が狭い配線が配置される部分であるこ
とを特徴とする配線の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、前記第１領域は親液性を有する領域であ
り、前記第２領域は撥液性を有する領域であることを特徴とする配線の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、前記矩形要素の一辺は、前記液滴の径の
５０％以上９０％未満であることを特徴とする配線の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、前記液滴は導電材料を含むことを特徴と
する配線の作製方法。
【請求項８】
　液滴吐出装置で導電材料を含む液滴を吐出し配線を形成する配線の作製方法であって、
　液滴の径の５０％以上９０％未満のサイズを一辺とする矩形要素を１単位とする露光マ
スクを用いて被処理基板上に親液性を有する領域または撥液性を有する領域を選択的に形
成し、
　前記露光マスクの矩形要素と同じサイズを１単位とするラスタデータに従って、前記液
滴吐出装置を用いて、前記液滴の吐出を前記被処理基板上に行い、配線を形成することを
特徴とする配線の作製方法。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記液滴吐出装置は、複数のノズルを有するヘッドを備え、
　前記ヘッドの長軸方向と、副走査方向とがなすヘッド傾き角度θに基づいて各ノズルの
吐出タイミングを補正したラスタデータに従って前記液滴の吐出を行うことを特徴とする
配線の作製方法。
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